
2026 年 2 月 27 日 

 

「ＪＡネットバンク利用規定」の一部改正について（事前のご案内） 

 

 当組合では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止への対応として、2026 年 4 月 20 日（月）付で以下の利用規定を一部改正い

たします。 

➢ JA ネットバンク利用規定 

 

 改正内容の詳細につきましては、添付の新旧対照表をご参照ください。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 改正後 現行 備考 差分 

新:1 

旧:1 

ＪＡネットバンク利用規定 ＪＡネットバンク利用規定   

新:7 

旧:7 14 パスワードの管理、セキュリティ等   14 パスワードの管理、セキュリティ等 

  

新:7 

旧:7 

(1) 「ログイン ID」、「パスワード」は、重要

な情報です。「ログイン ID」、「パスワー

ド」は、生年月日や電話番号、連続する

文字数列の指定を避けたうえで、当組合

の定める方法に基づき指定してくださ

い。また、「ログイン ID」、「パスワード」

については、第三者に知られないよう契

約者の責任において厳重に管理するとと

もに、契約者以外の方に使用されること

がないようにも厳重に管理してくださ

い。管理が不十分であったことにより生

じた損害については、当組合は責任を負

いません。なお、当組合から契約者に

「ログイン ID」、「パスワード」を直接尋

ねることはありません。 

(2) 「ログイン ID」、「パスワード」は、重要

な情報です。「ログイン ID」、「パスワー

ド」は、生年月日や電話番号、連続する文

字数列の指定を避けたうえで、当組合の定

める方法に基づき指定してください。ま

た、「ログイン ID」、「パスワード」につい

ては、第三者に知られないよう契約者の責

任において厳重に管理するとともに、契約

者以外の方に使用されることがないように

も厳重に管理してください。管理が不十分

であったことにより生じた損害について

は、当組合は責任を負いません。なお、当

組合から契約者に「ログイン ID」、「パス

ワード」を直接尋ねることはありません。 

  

新:7 

旧:7 

(3) 契約者は、一定期間毎の当組合所定の方

法による「パスワード」変更等により、

本サービスの取引の安全性を確保・維持

してください。 

(4) 契約者は、一定期間毎の当組合所定の方法

による「パスワード」変更等により、本サ

ービスの取引の安全性を確保・維持してく

ださい。 

  



Page 改正後 現行 備考 差分 

新:7 

旧:7 

(5) 本サービスの利用について当組合に登録

された「パスワード」と異なる「パスワ

ード」が連続して入力され、当組合の任

意に定める回数に達した場合には、その

「パスワード」は無効となります。この

場合、既に依頼済みで当組合が処理して

いない振込・振替等の依頼は有効に存続

するものとして取り扱います。「パスワー

ド」を再設定する場合には、当組合所定

の手続を行ってください。 

(6) 本サービスの利用について当組合に登録さ

れた「パスワード」と異なる「パスワー

ド」が連続して入力され、当組合の任意に

定める回数に達した場合には、その「パス

ワード」は無効となります。この場合、既

に依頼済みで当組合が処理していない振

込・振替等の依頼は有効に存続するものと

して取り扱います。「パスワード」を再設

定する場合には、当組合所定の手続を行っ

てください。 

  

新:7 

旧:7 

(7) 盗難・紛失等により、「ログイン ID」、「パ

スワード」など契約者に関する情報が第

三者に知られた場合、またはそのおそれ

がある場合には、契約者は当組合の所定

の時間内にその旨を届け出てください。

当組合は、この届出の受付により本サー

ビスの利用等を停止します。この場合、

既に依頼済みで当組合が処理していない

振込・振替等の依頼は有効に存続するた

め、契約者は本サービスの利用停止前に

振込・振替等の依頼を確認のうえ、不正

な振込・振替等の依頼は当組合所定の手

続により取消処理を行ってください（た

だし、当組合が処理済みの振込・振替等

の取消しはできません。）。なお、本サー

(8) 盗難・紛失等により、「ログイン ID」、「パ

スワード」など契約者に関する情報が第三

者に知られた場合、またはそのおそれがあ

る場合には、契約者は当組合の所定の時間

内にその旨を届け出てください。当組合

は、この届出の受付により本サービスの利

用等を停止します。この場合、既に依頼済

みで当組合が処理していない振込・振替等

の依頼は有効に存続するため、契約者は本

サービスの利用停止前に振込・振替等の依

頼を確認のうえ、不正な振込・振替等の依

頼は当組合所定の手続により取消処理を行

ってください（ただし、当組合が処理済み

の振込・振替等の取消しはできません。）。

なお、本サービスの利用を再開する場合に

は、当組合所定の手続を行ってください。 

  



Page 改正後 現行 備考 差分 

ビスの利用を再開する場合には、当組合

所定の手続を行ってください。 

新:7 (9) 不正に使用される恐れがあると当組合が

判断した場合、お客さまに事前に通知す

ることなく、本サービスの利用を一時的

に停止します。なお、本サービスの利用

停止によって生じた損害について、当組

合は一切の責任を負いません。 

  追加 

 


